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要  約 

 

普通肥料である化成肥料の原料として熔
よう

成汚泥灰複合肥料の使用を認める公定規

格の変更について、「普通肥料の公定規格に関する食品健康影響評価の考え方」（平成

16 年 3 月 18 日食品安全委員会了承）に基づき、食品健康影響評価を実施した。 

 評価に用いた資料は、熔
よう

成汚泥灰複合肥料を使用する化成肥料（以下「本肥料」と

いう。）の概要、原料、製造工程、重金属類含有量及び栽培試験に関する資料である。 
 本肥料の原料、製造工程等を検討した結果、「普通肥料の公定規格に関する食品健

康影響評価の考え方」に基づき、本肥料中に含有される可能性があると考えられる重

金属類（ひ素、ニッケル、クロム、水銀、鉛及びカドミウム）について評価を行った。 
その結果、ひ素及びニッケルについては、植物に対する毒性が強く土壌中の濃度が

上昇した場合には植物に過剰障害が現れて生育が阻害されるため、ひ素及びニッケル

を高濃度に蓄積した農作物を摂取する機会は非常に低いと考えられること、及び普通

肥料に由来する量では過剰障害が生じる濃度にまで土壌中の当該重金属類濃度を上

昇させないこと、並びに普通肥料に由来するクロム、水銀及び鉛については、植物に

吸収されにくいことから、本肥料を施用して栽培した農作物の摂取を通じてひ素、ニ

ッケル、クロム、水銀及び鉛による健康被害を生じる可能性は極めて低いと判断した。 

一方、本肥料におけるカドミウムについては、農作物を汚染する可能性があること

から、土壌汚染の程度を指標として試算を行った。その結果、本肥料を最大施用量で

1 年間施用し、肥料中のカドミウムが全て土壌に吸着したと仮定した場合のカドミウ

ム負荷濃度は 0.00004 ppm であり、本肥料を施用した場合においても、農用地中の

カドミウム平均濃度（0.34 ppm）をほとんど増加させないと判断した。 
以上のことから、本肥料が適切に使用される限りにおいては、食品を通じてヒトの

健康に影響を与える可能性は無視できるものと考えられる。 
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Ⅰ．評価対象肥料の概要 

１．公定規格の変更内容及び経緯 

化成肥料は、化学的操作を加えて生産される普通肥料で、今回、農林水産大臣よ

り、原料として熔
よう

成汚泥灰複合肥料の使用を認める公定規格の変更に係る食品健康

影響評価の要請があったものである。（参照 1、2） 

 

２．原料及び製造方法 

今回の公定規格の変更に係る原料として熔
よう

成汚泥灰複合肥料を使用する化成肥

料（以下「本肥料」という。）の試作製品における原料使用割合及び製造工程の概要

を表 1 及び図 1 に示した。(参照 1、3) 
 

表 1 本肥料の試作製品における原料使用割合 
                    （単位：%） 

原 料 使用割合 

熔
よう

成汚泥灰複合肥料 70 

塩化加里及びりん酸液 30 

合 計 100 

 

 

 

 図 1 本肥料の試作製品における製造工程の概要 
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３．施用方法 

本肥料の試作製品における施用方法を表 2 に示した。（参照 1） 

 

表 2 本肥料の試作製品における施用方法 

対象農作物 施  用  方  法 

水 稲 基肥、追肥として 10 a 当たり 20～40 kg を施用 

麦 類 基肥、追肥として 10 a 当たり 40～60 kg を施用 

大 豆 基肥、追肥として 10 a 当たり 40～60 kg を施用 

 

 

Ⅱ．安全性に係る知見の概要 

１．主な重金属類の含有量 

本肥料については、肥料原料である熔
よう

成汚泥灰複合肥料の特性及び製造工程を考

慮すると、肥料原料由来の重金属類による有害影響について検討する必要があると

考えられた。 
本肥料の試作製品における主な重金属類の含有量調査結果を表 3 に示した。（参

照 1、3） 
 

表 3 本肥料の試作製品における主な重金属類の含有量 
  （単位：mg/kg）  

ひ素 カドミウム ニッケル クロム 水銀 鉛 

0.9 0.1 11 20 <0.01 1 

  ※分析点数は 1 点。 

 

２．栽培試験の概要 

本肥料の試作製品における栽培試験の概要を表 4 に示した。 

供試肥料区における播種後の発芽及び生育については、肥料中の有害成分による

ものと考えられる有害影響は認められなかった。（参照 3） 

 

表 4 本肥料の試作製品における栽培試験結果 

供試 

品目 
供試土壌 栽培期間 供試肥料区 対照肥料 

植 物 へ

の 有 害

影響 

広島菜 
八街土壌（シル

ト質壌土） 
4 週間 基準量、2 倍量 熔

よう

成りん肥 なし 
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Ⅲ．食品健康影響評価 

 本肥料の原料、製造工程等を検討した結果、「普通肥料の公定規格に関する食品健

康影響評価の考え方」（平成 16 年 3 月 18 日食品安全委員会了承）に基づき、本肥

料中に含有される可能性があると考えられる重金属類について評価を行った。（参照

4） 

 

１．本肥料におけるひ素、ニッケル、クロム、水銀及び鉛について 

① ひ素及びニッケルは植物に対する毒性が強く、土壌中の濃度が上昇した場合

には植物に過剰障害が現れて生育が阻害されるため、ひ素及びニッケルを高濃度

に蓄積した農作物を摂取する機会は非常に低いと考えられる。また、普通肥料に

由来する量では、過剰障害が生じる濃度にまで土壌中の当該重金属類濃度を上昇

させないと考えられる。 

② 普通肥料に由来するクロム、水銀及び鉛は、植物に吸収されにくいと考えら

れる。 

以上のことから、本肥料を施用して栽培した農作物の摂取を通じてこれらの重金

属類による健康被害を生じる可能性は極めて低いと判断した。 （参照 4） 

 

２．本肥料におけるカドミウムについて 

カドミウムは、農作物を汚染する可能性があることから、土壌汚染の程度を指標

として次の試算を行った。 

本肥料を表 2 に示した最大施用量で 1 年間施用し、肥料中のカドミウムが全て土

壌に吸着したと仮定した場合のカドミウム負荷濃度を試算した。10a 当たりの作土

量を 150t（作土層 15cm、比重 1）とし、肥料中のカドミウム濃度には表 3 の分析

値を用いた。 

その結果、表 5 のとおり、本肥料に由来するカドミウムは、本肥料を施用した場

合においても、農用地中のカドミウム平均濃度（0.34 ppm）をほとんど増加させな

いと判断した。（参照 5） 

 
表5 本肥料を1年間施用した場合の肥料由来カドミウムの土壌への負荷濃度（試

算値） 

施用方法 肥料中のカドミ

ウム濃度（ppm）

試算される土壌負

荷濃度*（ppm） 用途 最大施用量
（kg/10 a） 

基肥及び追肥 60 0.1 0.00004* 

*計算式： 
肥料中のカドミウム濃度（0.1 ppm）×施用量（60 kg）÷10 a 当たりの作土量（150 t）1) 
＝0.00004 ppm 
1)：10 a 当たりの作土量：作土層（15 cm）×面積（1,000 m2）×比重（1）＝150 t 



 7

３．食品健康影響評価について 

以上のことから、本肥料が適切に使用される限りにおいては、食品を通じてヒ

トの健康に影響を与える可能性は無視できるものと考えられる。 
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別添４ 

 

普通肥料（化成肥料）に係る食品健康影響評価に関する審議結果(案)についての御意見・情報
の募集結果について 

 
１．実施期間 平成 23 年 7 月 7 日～平成 23 年 8 月 5 日 
２．提出方法 インターネット 
３．提出状況 1 通 

 

 御意見・情報の概要 専門調査会の回答 

１ 
 

福島原発事故の影響下、現在は、主に関

東各地の下水汚泥から放射性物質の高濃度

蓄積を示す測定結果が散見されておりま

す。これと同様に、今後、放射性物質は、

国土全体への拡散が進行する中、全国の位

置を特定できない下水に流れ込み、汚泥に

蓄積されていく可能性が高いと思われま

す。したがいまして、汚泥を原料の一種と

する熔成汚泥灰けい酸りん肥（原文ママ）

につきましては、重金属等に加えて、プル

トニウム、ストロンチウム、セシウム他放

射性物質の基準につきましても公定規格に

盛り込む必要が強くありますので、どうか

この点につきまして、ぜひ見直しをお願い

いたします。 

 

 

今般の原発事故により、下水汚泥に放射性

物質が検出されていることを受けて、農林水

産省が汚泥の肥料原料としての利用の制限に

ついて通知を発出し、非汚染農地への放射性

物質の拡散の防止が図られていると承知して

います。 
 いただいた御意見はリスク管理措置に関連

することから、リスク管理機関である農林水

産省にお伝えします。 
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